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1
相模原市情報通信技術を活用した行
政の推進に関する条例施行規則

市長公室　DX推進課
平成１７年６月３０日
規則第５４号

令和7年3月31日 ○ ○ ○ ○
非
該
当

○
非
該
当

非
該
当

○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

2
相模原市指定管理者の指定の手続
等に関する規則

市長公室　政策部　経営
監理課

平成１７年６月３０日
規則第５５号

令和5年12月22日 ○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

3
相模原市産業集積促進条例施行規
則

環境経済局　経済部　創
業支援・企業誘致推進
課

平成１７年９月３０日
規則第８６号

令和7年3月31日 ○ ○ ○ ○
非
該
当

○
非
該
当

○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ × ○ ○
要
検
討

リニア駅周辺まちづくりの進捗状況
や、国内産業・経済を取り巻く環境の
変化を踏まえ、より柔軟かつ適正な制
度の検討が必要

□改正
■検討
□改正不要

令和９年３月までに規則の改正等につ
いて検討する。

4 相模原市企業立地等審査会規則
環境経済局　経済部　創
業支援・企業誘致推進
課

平成１７年９月３０日
規則第８９号

令和4年3月31日 ○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

5
相模原市街づくり活動推進条例施行
規則

都市建設局　まちづくり
推進部　都市計画課

平成１７年９月３０日
規則第９０号

平成22年12月1日 ○ ○ × ○
非
該
当

○
非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

6 相模原市街づくり審査会規則
都市建設局　まちづくり
推進部　都市計画課

平成１７年９月３０日
規則第９１号

無し ○ × × ○
非
該
当

○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○
非
該
当

○
非
該
当

○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

7
相模原市一般職の職員の給料の切
替え等に関する規則

総務局　人事・給与課
平成１７年１１月３０日
規則第１００号

無し ○ × × ○
非
該
当

○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

8
相模原市認定外道路管理条例施行
規則

都市建設局　土木部　路
政課

平成１７年１２月２１日
規則第１０６号

令和4年12月26日 ○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

9
相模原市立環境情報センター条例施
行規則

環境経済局　環境部　ゼ
ロカーボン推進課

平成１７年１２月２８日
規則第１０８号

令和1年6月28日 ○ ○ × ○
非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

10
相模原市指定管理者の指定の手続
等に関する規則

教育局　教育総務課
平成１７年６月３０日
教育委員会規則第１０号

無し ○ ○ × ○
非
該
当

○
非
該
当

○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

11
相模原市立相模湖記念館条例施行
規則

緑区役所　区政策課
平成１８年２月２０日
規則第８号

令和2年3月31日 ○ ○ × ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

12 相模原市立小原の郷条例施行規則
緑区役所　相模湖まちづ
くりセンター

平成１８年２月２０日
規則第９号

令和2年3月31日 ○ ○ × ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ × ○ ○ ○ ○
要
検
討

現在の小原の郷が有する展示機能の
みでは、地元住民や利用者からの
ニーズを満たしていないため、施設の
改修や運営の見直し等が必要であ
り、当該改修等に伴い規則の改正が
必要

■改正
□検討
□改正不要

令和７年相模原市条例第５９号で相模
原市立小原の郷条例が令和９年１月１
日をもって改正予定であるため、同条例
の改正を踏まえて規則を改正する。

13
相模原市立緑の休暇村センター条例
施行規則

緑区役所　地域振興課
平成１８年２月２０日
規則第１２号

令和2年3月31日 ○ ○ × ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

14
相模原市立青根緑の休暇村いやし
の湯条例施行規則

緑区役所　地域振興課
平成１８年２月２０日
規則第１３号

令和2年3月31日 ○ ○ × ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

15
相模原市立鳥居原ふれあいの館条
例施行規則

環境経済局　経済部　農
政課

平成１８年２月２０日
規則第１６号

令和2年3月31日 ○ ○ × ○
非
該
当

○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

16
相模原市国民健康保険診療所条例
施行規則

健康福祉局　保健衛生
部　医療政策課

平成１８年３月１９日
規則第３２号

令和7年3月31日 ○ ○ ○ ○
非
該
当

○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ × ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

17
相模原市立地域センター条例施行規
則

緑区役所　津久井まちづ
くりセンター

平成１８年３月１９日
規則第３３号

令和5年3月31日 ○ ○ ○ ○ ○
非
該
当

○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

「既存条例等の見直し」に基づく適時性の確認

（１）必要性

対応内容

（３）効率
性

（２）有効性
（6）適法
性

（5）適合性

対応区分
例規名 適

時
性

条例等見直し結果一覧【規則】(第１１次分)

所管部署

（4）協働
性

最終改正日

見直し結果

理由、その他意見等
No

制定年月日
規則番号

【規則】(1/4) ※　最終改正日は、調査基準日(令和７年４月１日)現在のもの
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「既存条例等の見直し」に基づく適時性の確認

（１）必要性

対応内容

（３）効率
性

（２）有効性
（6）適法
性

（5）適合性

対応区分
例規名 適

時
性

所管部署

（4）協働
性

最終改正日

見直し結果

理由、その他意見等
No

制定年月日
規則番号

18
相模原市立さがみ湖リフレッシュセン
ター条例施行規則

健康福祉局　地域包括
ケア推進部　津久井高
齢・障害者相談課

平成１８年３月１９日
規則第３５号

令和2年3月31日 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

19
相模原市立津久井地域福祉センター
条例施行規則

健康福祉局　地域包括
ケア推進部　津久井高
齢・障害者相談課

平成１８年３月１９日
規則第３６号

無し ○ ○ × ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

非
該
当

× ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

20
相模原市立津久井障害者地域活動
支援センター条例施行規則

健康福祉局　地域包括
ケア推進部　高齢・障害
者福祉課

平成１８年３月１９日
規則第４２号

平成30年3月26日 ○ ○ × ○ ○ ○
非
該
当

○ ○
非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○
要
検
討

令和８年３月末に相模原市立津久井
障害者地域活動支援センターを廃止
予定

■廃止
□検討
□改正不要

令和７年相模原市条例第３５号で相模
原市立津久井障害者地域活動支援セン
ター条例が令和８年３月末をもって廃止
予定であるため、同条例の廃止に合わ
せて規則を廃止する。

21
相模原市立児童保育園条例施行規
則

こども・若者未来局　保
育課

平成１８年３月１９日
規則第４９号

令和2年3月31日 ○ ○ × ○
非
該
当

○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

22 相模原市広報広聴規則 市長公室　広報課
平成１８年３月１９日
規則第５９号

令和7年3月31日 ○ ○ ○ ○
非
該
当

○
非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

23
相模原市立相模湖ふれあいパーク条
例施行規則

緑区役所　区政策課
平成１８年３月１９日
規則第６６号

令和6年3月29日 ○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

24 相模原市簡易水道条例施行規則
都市建設局　土木部　津
久井土木事務所

平成１８年３月１９日
規則第７０号

令和6年11月1日 ○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

25
相模原市簡易水道給水装置工事規
則

都市建設局　土木部　津
久井土木事務所

平成１８年３月１９日
規則第７１号

平成24年10月1日 ○ ○ × ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

26
相模原市簡易水道指定給水装置工
事事業者規則

都市建設局　土木部　津
久井土木事務所

平成１８年３月１９日
規則第７２号

令和4年3月31日 ○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

27
都市計画法による市街化調整区域に
おける開発許可等の基準に関する条
例施行規則

都市建設局　まちづくり
推進部　開発調整課

平成１８年３月３１日
規則第９４号

平成30年3月30日 × × × ×
非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

× × × × × × ×
要
検
討

都市計画法による市街化調整区域に
おける開発許可等の基準に関する条
例の改正により都市計画法第３４条第
１１号の規定による開発許可の基準に
係る規定を削除したことに伴い、廃止
が必要

■廃止
□検討
□改正不要

令和７年相模原市規則第６９号で令和７
年６月１３日をもって廃止済みである。

28
相模原市開発事業基準条例施行規
則

都市建設局　まちづくり
推進部　開発調整課

平成１８年３月３１日
規則第１０５号

令和7年1月31日 ○ ○ ○ ○
非
該
当

×
非
該
当

○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

× × ○ ○ ○ ○ ○
要
検
討

第４条、第８条及び第１５条の規定に
ついて現行の事務運用の見直しを踏
まえた整理の検討が必要

□改正
■検討
□改正不要

事務運用の在り方を踏まえた規定の整
理について検討する。

29
相模原市障害支援区分判定等審査
会条例施行規則

健康福祉局　地域包括
ケア推進部　高齢・障害
者支援課

平成１８年３月３１日
規則第１０６号

平成26年3月31日 ○ ○ × ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

30
障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律等の
施行に関する規則

健康福祉局　地域包括
ケア推進部　高齢・障害
者支援課

平成１８年３月３１日
規則第１１０号

令和6年11月29日 ○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

○
非
該
当

× ○
要
検
討

第５０条の規定について整理が必要
■改正
□検討
□改正不要

令和８年３月までに改正する。

31
相模原市一般職の職員の給料の切
替え等に関する規則

総務局　人事・給与課
平成１８年９月２９日
規則第１４９号

無し × × × ○
非
該
当

○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

× ○
要
検
討

第３条の規定について整理が必要
■改正
□検討
□改正不要

令和８年３月までに改正する。

32
相模原市職員の退職手当に関する
条例の一部を改正する条例の施行に
伴う経過措置に関する規則

総務局　人事・給与課
平成１８年９月２９日
規則第１５３号

無し ○ ○ × ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

33
相模原市立尾崎咢堂記念館条例施
行規則

教育局　生涯学習部　博
物館

平成１８年２月２４日
教育委員会規則第１０号

令和2年3月31日 ○ ○ × ○
非
該
当

○
非
該
当

○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

34
相模原市立学校体育施設使用料条
例施行規則

市民局　スポーツ推進課
平成１８年２月２４日
教育委員会規則第８号

令和7年3月28日 ○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

× ○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ × ○ ○
要
検
討

受益と負担の適正化の観点から使用
料の徴収について検討が必要

□改正
■検討
□改正不要

学校体育施設開放事業における市域一
体的な受益者負担について検討する。

35
相模原市立津久井生涯学習センター
条例施行規則

教育局　生涯学習部　津
久井生涯学習センター

平成１８年３月１７日
教育委員会規則第１８号

令和2年3月31日 ○ ○ × ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

【規則】(2/4) ※　最終改正日は、調査基準日(令和７年４月１日)現在のもの
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No

制定年月日
規則番号

36
相模原市立藤野やまなみ温泉条例
施行規則

緑区役所　区政策課
平成１９年２月９日
規則第５号

令和2年3月31日 ○ ○ × ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

37
相模原市立藤野農村環境改善セン
ター条例施行規則

環境経済局　経済部　農
政課

平成１９年２月９日
規則第６号

令和2年3月31日 ○ ○ × ○
非
該
当

○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

38
相模原市農業集落排水処理施設条
例施行規則

都市建設局　土木部　津
久井下水道事務所

平成１９年３月９日
規則第２１号

無し ○ ○ × ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

39
相模原市農業集落排水処理施設使
用料徴収条例施行規則

都市建設局　土木部　下
水道料金課

平成１９年３月９日
規則第５３号

令和6年11月1日 ○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

40
相模原市農業集落排水事業分担金
徴収条例施行規則

都市建設局　土木部　下
水道料金課

平成１９年３月９日
規則第５４号

平成26年10月1日 ○ ○ × ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

41
相模原市農業集落排水設備の水洗
化工事費特別助成規則

都市建設局　土木部　津
久井下水道事務所

平成１９年３月９日
規則第５５号

平成27年4月1日 ○ × × ○
非
該
当

○
非
該
当

○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

42
相模原市農業集落排水設備の水洗
化工事費助成金交付規則

都市建設局　土木部　津
久井下水道事務所

平成１９年３月９日
規則第５６号

無し ○ × × ○
非
該
当

○
非
該
当

○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

43
相模原市川尻財産区議会定例会に
関する規則

緑区役所　城山まちづく
りセンター

平成１９年３月１１日
規則第６３号

無し ○ ○ × ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

44
相模原市中沢財産区議会定例会に
関する規則

緑区役所　城山まちづく
りセンター

平成１９年３月１１日
規則第６４号

無し ○ ○ × ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ × ○ × ○ ○
要
検
討

令和８年度末の中沢財産区議会の廃
止に伴い、規則を廃止予定

□改正
■検討
□改正不要

中沢財産区議会の廃止に伴う規則の廃
止について検討する。

45
相模原市行政組織及び事務分掌規
則

総務局　人事・給与課
平成１９年３月３０日
規則第６６号

令和7年3月31日 ○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

× ○
要
検
討

第１０条の規定について整理が必要
■改正
□検討
□改正不要

令和８年３月までに改正する。

46 相模原市消防局組織等規則
消防局　消防部　消防総
務課

平成１９年３月３０日
規則第６７号

令和7年3月31日 ○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

47
市長の職務の代理及び会計管理者
の事務の代理に関する規則

総務局　人事・給与課
平成１９年３月３０日
規則第７１号

平成27年5月29日 ○ × × ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

48 相模原市庁議規則
市長公室　政策部　政策
課

平成１９年３月３０日
規則第８５号

令和7年3月31日 ○ ○ ○ ○
非
該
当

○
非
該
当

○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

49
感染症の予防及び感染症の患者に
対する医療に関する法律の施行に関
する規則

健康福祉局　保健衛生
部　疾病対策課

平成１９年３月３０日
規則第９２号

令和6年3月29日 ○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

50
相模原市教育委員会事務局の組織
等に関する規則

教育局　教育総務課
平成１９年３月３０日
教育委員会規則第１７号

令和7年2月10日 ○ ○ ○ ○
非
該
当

○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

51
相模原市児童福祉司等の数を定め
る規則

こども・若者未来局　こど
も家庭支援部　児童相
談所　総務課

平成２８年９月３０日
規則第６７号

令和5年6月30日 ○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○ ○
非
該
当

○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

52
空家等対策の推進に関する特別措
置法の施行に関する規則

都市建設局　まちづくり
推進部　住宅課

平成２８年１１月１日
規則第６９号

令和5年12月12日 ○ ○ ○ ○ ○ ○
非
該
当

○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

53
相模原市立リサイクルスクエア条例
施行規則

環境経済局　環境部　資
源循環推進課

平成２８年１２月２２日
規則第７７号

令和2年3月31日 ○ ○ × ○
非
該
当

○ ○ ○ ○ ○
非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

54
相模原市立視覚障害者情報センター
条例施行規則

健康福祉局　地域包括
ケア推進部　高齢・障害
者福祉課

平成２８年１２月２８日
規則第８５号

令和7年3月27日 ○ ○ ○ ○ ○ ○
非
該
当

○ ○
非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

【規則】(3/4) ※　最終改正日は、調査基準日(令和７年４月１日)現在のもの
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55 火薬類取締法の施行に関する規則
消防局　消防部　危険物
保安課

平成２９年３月２７日
規則第１７号

令和7年3月31日 ○ ○ ○ ○ ○ ○
非
該
当

○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

○
非
該
当

○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

56 相模原市人権施策審議会規則
市民局　人権・男女共同
参画課

平成２９年３月３１日
規則第３０号

無し ○ ○ × ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

57
相模原市職員の大学院修学休業に
関する規則

総務局　人事・給与課
平成２９年３月３１日
規則第４０号

無し ○ ○ × ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

58
特定教職員の給料表の切替え等に
関する条例施行規則

行政委員会事務局　任
用調査課

平成２９年３月２４日
人事委員会規則第３号

無し × × × ○
非
該
当

○
非
該
当

非
該
当

○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ × ○
要
検
討

現在において、規則に基づく事務が行
われていないため、廃止の検討が必
要

□改正
■検討
□改正不要

特定教職員の給料表の切替え等に関す
る条例(平成２８年相模原市条例第２９
号)の廃止に合わせた規則の廃止につ
いて検討する。

59
相模原市学校職員の給与に関する
条例施行規則

教育局　学校教育部　教
職員課

平成２９年３月３１日
教育委員会規則第１０号

令和7年3月28日 ○ ○ ○ ○
非
該
当

○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ × ○
要
検
討

第１３条の規定について整理が必要
■改正
□検討
□改正不要

令和８年３月までに改正する。

60
相模原市国民健康保険条例の一部
を改正する条例附則の規則で定める
日を定める規則

健康福祉局　生活福祉
部　国保年金課

令和２年４月２４日
規則第７６号

令和5年3月24日 × ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ × ○ ○
要
検
討

傷病手当金の支給に係る申請につい
て、令和５年５月１０日に適用期間が
終了し、さらに２年間の時効期間が経
過したため、廃止の検討が必要

□改正
■検討
□改正不要

時効期間の経過に伴う規則の廃止の必
要性について検討する。

61 相模原市スポーツ推進審議会規則 市民局　スポーツ推進課
令和３年３月３１日
規則第５５号

無し ○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

62
相模原市スポーツ推進委員に関する
規則

市民局　スポーツ推進課
令和３年３月３１日
規則第５６号

令和5年3月31日 ○ ○ ○ ○
非
該
当

○
非
該
当

非
該
当

○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

63
相模原市立総合体育館条例施行規
則

市民局　スポーツ施設課
令和３年３月３１日
規則第５７号

令和7年1月31日 ○ ○ ○ ○
非
該
当

○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

64
相模原市立総合水泳場条例施行規
則

市民局　スポーツ施設課
令和３年３月３１日
規則第５８号

無し ○ ○ × ○
非
該
当

○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

65
相模原市立グラウンド等スポーツ施
設に関する条例施行規則

市民局　スポーツ施設課
令和３年３月３１日
規則第５９号

無し ○ ○ × ○
非
該
当

○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

66
相模原市立相模原球場条例施行規
則

市民局　スポーツ施設課
令和３年３月３１日
規則第６０号

無し ○ ○ × ○
非
該
当

○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
適
切

□改正
□検討
■改正不要

【規則】(4/4) ※　最終改正日は、調査基準日(令和７年４月１日)現在のもの


